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１．開会

○司会 ただいまから平成１９年度第３回宮城県産業振興審議会水産林業部会を開催いたしま

す。

本日は，門傳委員，鈴木委員，平吹委員が所用のため欠席という連絡を受けております。さ

らに，斉藤委員も急遽所用のため欠席というようなご連絡を受けております。

本会議の定足数は２分の１以上でございまして，本日はこの要件を満たしておりますことか

ら，会議が成立しておりますことをご報告いたします。

それでは，開会に当たりまして伊東農林水産部長からごあいさつを申し上げます。

２．あいさつ

○伊東農林水産部長 農林水産部長の伊東でございます。

委員の先生方には，本年３回目となります水産林業部会にご出席賜りまして，本当にありが

とうございます。感謝申し上げます。

これまで当部会におきまして２度にわたるご審議，さらに先日，本審議会でのご検討，ご審

議，また，県議会産業経済常任委員会でも中間案についてご意見を伺ってございます。過去２

回の部会におきましては，低コストでの木材を安定供給できる林業事業体の育成，森林整備や

県産材利用の重要性，あるいは林業就業の魅力について，子供から大人までの理解醸成を図る

こと，さらには，多様な主体が連携し，豊かな森林を生かした地域づくりを進めることなど，

大変貴重なご意見，ご提言等いただいたところでございます。

これらのご意見をできるだけ踏まえまして，本日お示しします最終案に取りまとめたところ

でございます。本日は，これらの内容について，部会として最後になりますけれどもご検討い

， ， ， ，ただき さらに修正を加える事項 追加すべき事項がございましたら それを盛り込んだ上で

１２月予定の産業振興審議会本審議会へご報告したいと考えております。

改めて，本日のお忙しい中のご出席に感謝申し上げ，本日も忌憚のないご意見をいただきま

すようお願い申し上げまして，開会に当たってのあいさつにさせていただきます。本日は大変

ご苦労さまでございました。

○司会 議事に入ります前に，お手元の資料を確認させていただきます。

資料といたしましては，１から７までございます。資料右上の方に資料番号１から７までご

ざいます。

資料の不足等がございましたら，事務局員の方にお申しつけいただけたらと思います。よろ
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しいでしょうか。

次に，お願いでございますが，委員の皆様のご発言につきましては，お手元にございますマ

イクの使用をお願いいたします。

ご発言の際には，右下にございますマイクスイッチをオンにして，マイクのところにありま

すオレンジ色のランプが点灯しましてからご発言をお願いいたします。ご発言が終わりました

ら，マイクのスイッチを切っていただきますようお願いいたします。大変ご面倒をおかけいた

しますが，ご協力をお願いいたします。

３．議事

○司会 それでは，議事に入りたいと思います。会議は，産業振興審議会条例の規定に基づき部

会長が議長になって議事を進めることになっておりますことから，ここからは部会長に議事進

行をお願いいたします。岡田部会長，どうぞよろしくお願いいたします。

○岡田部会長 それでは，第３回目の部会でございますが，開催をいたしたいと思います。

本題に入る前に，この部会と審議会，私事で大変大きな任務をいただいていながら欠席をし

てしまいました。改めておわびを申し上げたいと思います。どうも皆さんにはご迷惑をおかけ

いたしました。

それでは，本日の議事次第に沿いまして （１）です。将来は，これは今日の議題を経て最，

終案になる，そういう原案のところですが，将来ビジョン，これについてご提案をお願いした

いと思います。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 林業振興課の芳賀でございます。

， 。説明に３０分ぐらいかかると思いますので 座ったまま説明させていただきたいと思います

お手元の資料の１と，資料の３を手前に出していただきたいと思います。

まず，資料の３でございますけれども，これは，１０月１５日に宮城県産業振興審議会にお

きましてビジョンの中間案を審議していただいたわけでございます。この資料の３はその意見

等を取りまとめたものでございます。これに沿いまして簡単にご説明したいと思います。

まず，意見要旨の左の方に１番と書いてございますけれども，これ，実は四ツ柳会長の方か

らいただいた意見でございまして，林業は無尽蔵な太陽エネルギーを最も有効に利用できる産

業であると。もともとのエネルギーが太陽エネルギーであるという視点が足りないと，こうい

うご指摘をいただきました。そこで，資料の１の４ページをお開きになっていただきたいと思

います。
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４ページの一番上の方にピンクの色で 「１ 地球規模で環境を保全する機能」というとこ，

ろがございます。そこの下から３行目 「また伐採しても・・」と書いてございます。それの，

後段の方 「森林を適正に利用する林業は，無尽蔵な太陽エネルギーを有効に使う産業として，

・・」という文言に改めさせていただきました。

それから，１３ページをお開きいただきたいと思います。

１３ページの中ごろにだいだい色の部分で囲われたところがございます。ここは森林・林業

・木材産業の将来像というところでございますが，そこの文言の冒頭に「太陽エネルギーを源

として価値を生み出す」という言葉をつけ加えさせていただきました。

それから，資料の３に戻っていただきまして，２番目でございます。

第１次産業を自然産業としてとらえ連携するなどの理念を提案したいというご意見を賜りま

。 ， 。した これにつきましては 本文の１３ページの中ごろに紫色で色づけした部分がございます

それの上から３行目の中ごろに「同じ自然産業の仲間である農業・水産業関係者などと連携・

協働しながら」という文言等に改めさせていただきました。

それから，また資料の３番に戻りまして，相続等によって新たに森林所有者になった方々へ

の対応（レクチャー）が必要ではないのかという提言をいただきました。これは，ちょっと内

容をお話ししたいのですが，これは，女性の委員さんだったのですが，旦那さんが相続を受け

たと。それで，山を評価した際にものすごく低い価格を提示されたので驚きましたという話で

ございました。本当にそんなものなのかなと，随分安いなということで，自分たちは，そうい

うことは全然わからないもので，森林所有者にそういったことをレクチャーする場を設けても

らえないのかというような内容でございました。

それにつきましては，３９ページをお開きになっていただきたいのですが，３９ページの上

の方に緑色で囲った部分の「内容」の下に丸が六つございます。その丸の上から三つ目に「森

林所有者の相談窓口設置」という言葉を入れさせていただきました。なお，真ん中辺の表で赤

く，ちょうどど真ん中に，みんなで進める森林づくり，その下に青で「県」とあります。県の

すぐ下に二重丸で「美しい森林づくり相談活動」というのがございますので，この委員のご提

言に応えるためにも，今後，森林所有者への情報の提供等々につきましては，県の林業普及指

導員という職員がおりますので，彼らの活動によって森林所有者にレクチャーをしたいと考え

てございます。

それから，また資料の３に戻りまして，４番目でございますが，森林所有者や森林組合等の

実態に応じて何をしていくのかが見えないと。小規模林家が多数を占める中，どう対応してい
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くのか。儲かる林業，儲かる山をどう整備し，担い手をどうしていくのかというような提言を

いただきました。

これにつきましては，全くおっしゃるとおりでございまして，何せ，日本の林業といいます

， ， ，か 宮城県の林業も同様でございますけれども 森林の保有形態は財産保有型でございまして

宮城県の例ですと，１ヘクタール未満の森林所有者というのは６０％なんです。それから１０

ヘクタール未満ですと９０％でございまして，極めて零細所有者が多くございます。こういっ

たところをどうやって儲かる林業につなげるかということでございますけれども，やはり，こ

れは森林組合等々が中心になりまして，集団化，集約化，団地化，そういうことでまとめてい

くしかないのではないのかということでございます。

それからもう一つは，森林組合の職員等についてコーディネーターとでもいいますか，そう

いった方々を養成することによりまして，低コスト作業システムの導入とか，あるいは間伐団

地づくり等々を推進していくと，こういったことを本文の２２ページの取組１とか，あるいは

３８ページの森林・林業次世代リーダー育成強化プロジェクト等々に盛り込んでおるところで

ございます。

それから，資料の３にまた戻っていただきまして，５番でございますが，２２ページの取組

１の「林業・木材産業の構造改革」が最も重要で根幹となるが，あまり構造改革がなされてい

ないような印象を受けるという意見がございました。

これにつきましては，先ほど申し上げましたように，やはり団地の集約化等々によって，林

業の形態そのものの集約化によりまして低コスト化をするということが一つ。それから，木材

を加工する製材工場等々でも，やはりいろいろな高性能の機械を導入いたしまして，加工の高

度化，それから体制の整備，そうすることによって，ここに宮城ブランドの確立と書いてあり

ますが，高品質材を生産すると。そういうことによって，林業・木材産業の構造改革を進めて

いきたいということでございまして，これも取組の１の方にそういった意味で網羅していると

ころでございます。

それから，また資料の３に戻っていただきまして，６番目，ここにおられる早坂委員からの

ご意見なのですが，公共建築での県産材の使用量，それからバイオマスや合板における適正利

用量について，ある程度の数値目標が必要ではないのかというお話をいただきました。

これにつきましては，２８ページの取組７にすべての公共工事で木製品を活用することを掲

げてございます。現に今 「みやぎ材利用拡大行動計画」という県庁全体で取り組む計画を策，

定済みでございます。また，これを実行するために，この県庁舎内に既に「木材利用推進連絡
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会議」というものを，他部局を巻き込んで立ち上げてございます。

それから，指標の関係なんですが，本文の３４ページをお開きになっていただきたいのです

が，早坂委員のご意見に全て応えられるというわけではございませんけれども，一番上の，林

業の産出額，木材の生産量が出てきます。また，その下には，県内木材需要に占める県産材の

シェア。あるいはその下ですと「優良みやぎ材 ，高品質材ですね，それの出荷量を示してお」

。 ， ，ります それから 具体のもう少し狭い公共建築の県産材の使用量というものにつきましては

先ほど申し上げました「みやぎ材利用拡大行動計画」の中で，今後考えていきたいと思ってお

ります。

それから，また資料の３に戻っていただきまして，７番目でございます。

森林資源を活かした将来像，これについては本文１４，１５ページをお開きになっていただ

きたいんですが，この絵を見たとき，この委員からは「どこの県でも，どこでもあるような絵

じゃないの」と 「何ら変わりばえしないんじゃないか」というお話をいただきました。少し，

， ， ， ，でも この宮城らしさを描くわけにいかないのかということで ただ 実態といたしましては

こういうのは，やはり我々としては必要であるという認識を持っておりまして，若干訂正をし

たところがございます。それは，１４ページの中ごろに，ちょうど太字で書いてございます，

優良みやぎ材を生産する製材工場，それから県産材を活用する合板工場。これはある意味では

宮城らしさをこういうところで滲ませました。

それから，もう一つは１５ページの真ん中辺に，黒字で特用林産物の生産という欄がござい

ます。その下に，新たにハタケシメジやムラサキシメジということで，これは本県で開発した

きのこでございますので，少しは宮城らしさはこういったところで表しているのかなと思って

おります。

それから，資料の３にまた戻っていただきまして，８番目でございます。こういったビジョ

ンをどのように実現していくのか。戦略が重要であり，優先度や緊急性に応じたアクションプ

ランが必要ではないのかという意見がございました。全くそのとおりでございまして，このこ

とにつきましては，年度内に行動計画を策定する予定でおります。それでもって対応したいと

思っております。

それから，この資料の３の欄外に丸が二つございます。まず下の丸の話なんですが，そのほ

かにも，いろいろな意見，提案が前回の審議会で出されました。それにつきましては，会議中

に回答したものも数多くございます。それから中間案に盛り込み済みであるもの，それから事

業化に当たって参考とすべきものを資料の４に整理してございますので，後でお目通しをお願
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いしたいと思います。

そのほか，県民意見の募集ということで，パブリックコメントで，その結果については資料

の６に整理してございます。

それから，もう一つは，欄外の丸の一番上なんですが，①から③までございます。これらの

資料について整理するよう提案がございました。①は林業事業体が経済的にペイする事業活動

としてどのようなビジネスモデルが考えられるのかという点と，それから②は森林組合と農業

協同組合，漁業協同組合の事業協同の可能性及び事例がないのかというようなこと，それから

あとは③は岩手県住田町の事例，これは林業活動が盛んな地域でございますけれども，そうい

った事例がないのかということで，資料の５に整理したところでございます。特に①のビジネ

スモデルについては，今日開かれているこの部会で検討してはどうかという提言がございまし

たので，その点についてだけ，ちょっとだけお話ししたいと思います。

資料の５を出していただきたいと思います。

ビジネスモデル，儲かる林業というのは言葉では分かるのですが，ここの一番上の表の真ん

中の部分を見ていただきたいんですが，この黒く塗ってあるところ，現在，やはり一番我々が

なさなければならないことは，この現状でございますけれども，間伐をまずしなければいけな

いと。そこで，間伐によって多くの木材を生産できる，人工林が増加しておりますので，その

間伐をどうやって進めるのかと。そこでどうやって儲けるのかということだと思います。その

ためには，森林所有者の集約化，団地化も必要だろうし，間伐収入の向上も必要だというよう

なことが書いてございます。

それで，右側の方に，今後１０年のビジネスモデルというようなことを書いてございます。

方向としては，今言ったように，まずは現状とそれから課題がそういうものですから，そうい

う中において，どうやって儲かる林業をするのかというのが，私は非常に考えていかなければ

ならない点だと思います。その中の方向性としましては，団地化による収益性の高い低コスト

間伐の推進と。方法としましては，ここに三つ，四つ記載してございます。一つは，先ほどか

ら申し上げているように，間伐事業というのの団地化を図らなければいけないということで，

それから二つ目には，低コストで安定的な路網を整備して，そしてまた高性能林業機械を活用

すると。それから三つ目には，丸太の有利な流通販売を選択，あるいは価格交渉，これは，長

年の経験であり，知識等々が必要でございますので，そういう意味からも，森林組合を始めと

する，そういう事業体におけるコーディネーターの育成が重要であると考えてございます。

こういったことをすることによって，儲かる林業であり，儲かる森林というのができるのか
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なと思っております。もちろん，儲かる林業といいますと，単純に言えば近くに林道，あるい

は道路等が入っていることですね。そういったところに，今後森林の造成なり育成をしなけれ

ばいけないことはもちろんでございます。

次のページをお開きになっていただきたいんですが，ここに，儲かっていますよというよう

な意味で書いたんですが，四つの事例を挙げてございます。一つは，左側の方から，登米市旧

津山町の協同組合，それからその隣が白石市にあります森林組合，それからその隣が大崎市旧

鳴子町にあります株式会社さん。それから一番右側でございますが，女川町にあります森林組

合さん，こういったところで，こういう内容で仕事をしまして，収益を上げているというよう

な例でございます。

これらに共通しているのは，やはり高性能林業機械を導入することによって生産性を上げて

いるということが言えるかと思います。高性能，特に林業機械の関係について若干お話しした

いのですが，この表の下の方を見ていただきたいのですが，左側から二つ目，四角く囲ってご

ざいます林業試験場と書いてあるところです。この下の間伐収入向上のポイントというところ

でございます。ここに例が四つ，例というよりも，これはどんなに高性能の林業機械を買った

から，それでいいというわけではないんですね。機械を遊ばせていたら何もならないわけです

ね。それをどれぐらい一体やれば収益につながるのかというのがこれなんです。うちの県の１

３３事業体の事業地の実績比較からこれを整理したものです。

一つは，１団地５００立方メートル以上ぐらいの伐採量があれば儲かるというような意味で

すね。それから，なおかつ１ヘクタール当たりは５０ないし１００立方メートル，これ，すべ

て間伐のことを言っているんですが，これぐらいの量を実施しないといけない。それから集材

距離も４０メートル以内であると。これ以上遠くなるとだんだん儲けというのは少なくなりま

すということです。それから機械の稼動も，１台で年間２００日ぐらいは働かせなければいけ

ない。遊ばせていては，やはり儲からないということですね。そして年間６千立方メートル以

上は作業するようなシステムづくりでないといけないというのがわかってきました。こういっ

たのが儲かる林業なのかなと，私の方では判断したところでございます。

， ， ， ，それでは 次に資料の２を出していただきたいんですが これは 指標関係でございまして

本分の３４ページから３６ページまで，３ページにわたりまして，このビジョンのいろいろな

指標を出したものでございます。同じものでございますので，資料の２でもって説明したいと

思います。

資料の２の右から２列目，取組という欄がございます。①から始まりまして，その次のペー
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ジの⑫まで，全部で１２の取り組みがあるということは従前説明したとおりでございます。こ

の取組に，多いもので五つぐらいの指標，少ないので一つの指標というような形で整理したも

のでございます。これにつきまして，一つ一つ簡単にご説明したいと思います。

まず，目標指標の欄にナンバーというのが点線で書いてございます。そこを見ながらちょっ

とお話ししたいと思うんですが，まず，一番目の木材産出額，これは木材の生産量から推測し

ているわけでございますけれども，これにつきましては，国の地域別森林計画，林野庁のいわ

， ， ， ，ゆる森林管理局 そちらが定めているもの それから県の森林計画 そういったものをもとに

木材の生産量の目標を設定してございます。その設定に，ここ３年間の木材の生産額の単価，

９，７００円と３行目に書いてございますが，これを乗じたものでございます。これによりま

すと，１０年後の平成２９年度は８０万立方メートルほど生産をしたいと。金額が７７億円と

いう目標を立ててございます。

次に２番目の県内木材需要に占める県産材のシェア。これにつきましては，一体県内で木材

需要量がどれぐらいあるのかといいますと，ここの３行目に書いてございますが，大体ここず

っと同じなんですが１５０万立方メートルと言われております。これは外材も含めてですね，

１５０万立方メートルを本県では処理していると。その中で，県産材は今現在３３％のシェア

を占めてございますので，将来，これを５１％まで高めていきたいということでございます。

それから３番目 「優良みやぎ材」の出荷量ということで 「優良みやぎ材とは」と書いて， ，

ございます。ここでは，昨年立ち上げました「みやぎ材利用センター」が定めている寸法，含

水率等の品質・規格基準に適合した木材製品というものが，いわゆる高品質材でございます。

これを生産するからには，乾燥機の導入がどうしても必要でございます。年間２台ぐらいずつ

今後とも整備していきたいというふうに考えてございまして，そうすることによって，平成２

９年度は３万１千立方メートルほどの生産をしていきたいとに考えてございます。

次に，４番目の木材，木製品出荷額でございますけれども，これは県全体の「宮城の将来ビ

ジョン」というのがございまして，そこで県内総生産１０兆円達成目標を掲げてございます。

その基礎となるのが年平均成長率１．６８％を使っておりますので，単純にこの１．６８％を

使わせていただきました。今現在，６８５億円でございますけれども，１０年後には８３７億

円に伸ばしたいというふうに考えてございます。これらについては，今後とも乾燥材の生産拡

大，あるいは合板分野，ぐんぐん伸びておりますので，そういったもので何とかこの目標数値

を達成したいと考えております。

次に，５番の間伐材生産コストでございますが 「間伐生産コストとは」と書いてございま，
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す。伐採，搬出，トラック運搬，そういったものに要する経費でございまして，現在，立方メ

ートル当たり８，６００円と，うちの県では言われております。これを何とか少しでも低くし

たいということで，１０年後の２９年には２割の削減を目指したいということで６，９００円

と出しております。もっと下がらないのかという話には当然なるかと思いますけれども，ある

大学の先生には５，０００円台ぐらいまでにはなるだろうと言われている文献等々もございま

すけれども，一気にそこまではいかないだろうということで，少しずつ下げていきたいと考え

てございます。

それから，６番目の間伐実施面積でございますが，これは，京都議定書でご案内のとおり，

温室効果ガス削減目標，日本は６％，そのうち森林関係で３．８％を賄うという話ですが，今

の状況ですと，なかなか達成が不可能ではないのかということで，林野庁の方で各県にハッパ

をかけられたんですね。号令をかけてもっと頑張ってやれと。その数値が，宮城県の森林面積

等々からはじき出されまして示された数字が３行目に小さな字で書いてございますが，１２万

１千ヘクタールほどやらなければいけないというのが宮城県の与えられた数値でございます。

これは，平成２年から平成２４年までやる数量でございまして，昨年の１８年までに，これも

小さく書いてございますが８７，６００ヘクタールほど既に実施しておりますので，その差が

３３，４００ヘクタールでございます。これを平成１９年から２４年までの６年間でやるとい

， ， ， ，うことで 単純にこれを６で割ると 年間５ ６００ヘクタールだということになりますので

何とか５，６００ヘクタールほどの目標を頑張りたいということで，これを掲げさせていただ

きました。なお，現況が４，６４５，約４，７００ヘクタールでございますので，あと９００

ヘクタール，間伐を頑張らなければいけないというふうになってございます。

次に，７番の路網密度，どうしても，これは低コスト間伐するにはなくてはならない指標で

ございまして，林道，作業道等を何とか延長したいというふうに考えてございます。ちなみに

参考までに，この路網密度は，宮城県は全国で第１０位，東北では第１位でございます。それ

から，そういうことで，２９年度までにはヘクタール当たり２９メートルほどを造成延長した

いと考えてございます。

それから８番目の木材生産適地における再造林実施率でございます。これは，最近，伐採し

た後，どうも造林がなされていないのではないかということで，各県ともそういったのが見ら

れております。これは，将来の資源の枯渇につながりますので，どうしても再造林が必要とな

ります。ただし，再造林といいましても，我が国は主にスギを植えていたんですが，過去の人

工林がすべて適地だったのかというところもやはり問題があるかと思います。まずそういった
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ことを精査をしまして，人工林伐採箇所のうち木材生産に適すると思われる箇所については，

将来，２９年度には１００％造林をしましょうという目標数値を掲げさせていただきました。

それから９番目，これも林業の産出額，ここは特用林産といいまして，特にきのこの生産量

でございます。これは，品目別に生産目標量を設定いたしまして，１５年から１７年までの３

年間の平均単価を乗じてこのような数量をはじき出しまして，そして金額を算出したというこ

とでございます。

それから１０番目の新規事業化支援件数でございます。これは，商品開発，新たなビジネス

創出，新たな栽培技術に関して，県の林業普及指導の実績でございます。商品開発等々に成功

したものですが，こういったものが昨年は４件ほどございましたので，１０年後には年間８件

ほどにもっていきたいと考えてございます。

それから１１番目の認定林業事業主数でございますけれども，これは，法律に基づきまして

林業事業体というものを認定するわけでございます。常用作業員が５人以上雇用する計画，そ

ういう団体ということになってございます。その要件を満たすのは，うちの県には全部で３７

団体ほどございます。そのうち３３団体ほど，もう既に認定を受けておりますので，残り４団

体，これをすべて認定をしたいと，１０年後までには。それで３７事業体と掲げさせていただ

きました。

それから１２番目の基幹林業技能作業士数，これは我々グリーンマイスターと呼んでおりま

すけれども，いろいろな基礎的知識等々を身につけていただくと。基礎といっても建設機械と

か，フォークリフトとか，あるいは地山掘削だとか，いろいろなそういう技術を磨くというこ

とでございまして，これも年間６人ぐらいずつ確保しまして，累計で，将来は２８８名ほど養

成したいと考えております。

次のページをお開きになっていただきたいんですが，次も同じようなものでございまして，

１３番の高性能林業機械オペレーター数，これは先ほどから何回もお話ししています高性能林

業機械の運転士さん，オペレーターですね，これの養成の研修をしますということで，これも

毎年６人ほどずつ確保していきたいと。将来は１８４名ほどを育成したいと数値を挙げさせて

いただきました。

それから１４番目は，新規林業就業者数でございます。現況の欄は３７人と書いてございま

すが，最終的に，昨年定着した方は３７人ほどございました。林業事業体に働いている，いわ

， 。ゆる林業就業者は高齢化しておりますので どんどん辞めていく方がいらっしゃると思います

そのために，新たな新しい若い人たちにどんどん入っていただきたいということで，こういう
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目標数値を立ててございます。将来は，年間９０人ぐらいを何とか確保していきたいと考えて

ございます。

それから，１５番目の宮城県林業試験場研究成果指導件数といいますのは，林業試験場でさ

まざまな団体等々，個人等に対しまして技術の相談，あるいは講師派遣依頼を受けまして指導

した件数でございます。昨年は９３件ほどございましたが，これも，１０年後までには３割の

増加を生み出しまして１２０件ほどに伸ばしたいと考えております。

それから，１６番目，木質バイオマスの利用率でございますが，これ，未利用資源として注

目をしなければいけないのは，どうしても間伐の際に山に捨ててくる部分がかなり多うござい

ます。ここの現況の欄３９％になっています。つまり，間伐をした木のうち３９％分は林外に

， 。持ってきて利用しますけれども 残りの６１％は山に捨ててきているということでございます

これを少しでも活用したいと。もちろん，バイオマスのエネルギー等々何でもいいんですが，

活用したいということで１０年後には６０％までこれを高めていきたいという指標を設定した

ところでございます。

それから，１７番目，未間伐森林の面積ということでございますが，未間伐というのはいわ

ゆる間伐を一度もしたことがない山という意味でございまして，そこに行けば林の中が真っ暗

な状態になっております。こういうのは，非常に不都合なわけでございまして，何とかこの未

間伐な森林を少しでも減らすという目標を掲げました。年間１，２００ヘクタールほどずつ未

間伐森林をなくしていきましょうということでございまして，今現在１６，４００ヘクタール

ほどありますが，これを将来，２９年度には，３，４００ヘクタールに減らしたいと考えてご

ざいます。

それから，１８番目は県民や企業等の森林づくり面積でございます。これは，最近ミサワホ

ーム，あるいはコカコーラ等々いろいろな企業で，県有林等々を使いまして活動をしておりま

す。これが１８年まで２２ヘクタールでございましたので，これを将来２９年までには８０ヘ

クタールまで伸ばしていきたいと，企業等に働きかけて何とかお願いしたいというふうに考え

ております。

それから，１９番目，宮城県森林インストラクター認定者数でございます。この森林インス

トラクターというのは，森林を利用した自然体験や自然観察の案内役の方々をいうわけでござ

いまして，県で認定しております。現在，３０１名ほどおりますけれども，毎年３０名ずつ増

やしていきたいと考えておりまして，将来，６４０人ほど養成したいと考えております。

それから，２０番の松くい虫被害による枯損木，現在１９，４５６立方，約２万立方メート
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ルほど毎年松が枯れている状況でございますけれども，何とか１０年後の２９年度には，２０

年前の被害量が１万５千立方メートルでございましたので，１万立方メートルぐらいまでに落

としたいと。本当はゼロと言いたいところですが，なかなかこうもいきませんので，これぐら

いを目標に掲げさせていただきました。

それから２１番の保安林の指定面積でございますけれども，これは，年間１００ヘクタール

ぐらいずつ指定を進めていきたいと考えておりまして，将来，６万８千ヘクタールほどの指定

をしたいと考えております。

それから，２２番の森林保全推進活動ボランティア数，これはみやぎ森林保全協力員という

ことで，県からボランティアで委嘱しております。こういった方々を将来もっと増やしていき

たいと。最低でも旧市町村単位，７０幾つ市町村がございましたので，一つの市町村に２人ぐ

らいずつ入れて１５０人ぐらいに増やしていきたいという数値を掲げさせていただきました。

それから，最後になりますが，２３番の山地災害危険地区における治山事業着手数ですが，

これは山地災害危険地区，このＡ，Ｂ，Ｃのランクがございまして，一番危険度の高いＡラン

。 ， ，クは宮城県では６０５箇所ございます これを 今現在３１１箇所ほど着手しておりますので

毎年１０箇所ずつ伸ばしていきまして，１０年後には４１１箇所ほど着手したいと考えて，こ

ういう目標を掲げたところでございます。

以上，私の方からは，先般行われた審議会での内容と，それから目標，指標について説明を

させていただきました。

以上で説明を終わらせていただきます。

○岡田部会長 ありがとうございました。

それでは，ただいまの説明を受けて，あるいは，既にお手元に数日前には届いていたかと思

， ， ， ，いますが このビジョン全体の最終案 これについての質問 ご意見をいただきたいんですが

どういたしましょうか。少し区切ってやりましょうか。

それでは，前回委員会で出されました意見の内容について資料３でご説明をいただいたわけ

ですが，ここにかかわるところからご質問，ご意見をいただきたいと思います。

○須能委員 ２番目の点は，私が意見を述べたんですけれども，第一次産業と自然産業ですね，

先ほど，資料５のビジョンづくりのビジネスモデルですか，まさしくこの１から４まで，右端

に書いてあるビジネスモデルは，このとおりだと私も思います。その中で，もう一つ，付け加

えるならば，ビジネスモデルといえるのかどうかわかりませんけれども，森と里と海との連携

による，共通認識に立つ人のファンづくりではないんですけれども，そういう形のものが，も
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うちょっと前に木育というような話であったかと思うんですけれども，この項目に入れるのが

適正かどうかわかりませんけれども，何か，今までの話の中で林業だけの話で，言葉としては

あるんだけれども，もっと森から里から海につながるという意味のところを強調して，そうい

うところに関心を持ってもらうことによって，この木材を使おうとか，森の大切さを知ろうと

か，そういうことの，何か動機づけとしての部分がもうちょっとあったらいいなというのが，

今説明を聞いた印象です。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 須能委員の意見，ちょっと確認したいんですが，それを１３ペ

ージのところに網羅したらどうかというご意見なんですね。

○須能委員 もう少し，その辺の思いが，２行ぐらいで済まされるのではちょっともの足りない

んですけれどもね。私，個人的にはそういう思い，意識があるものですから。

それと，前に言われていた木育のところがどこにあるのか，今日見て気がつかなかったもの

ですから。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 木育については，本文の２８ページの，緑の部分の一番下，こ

こに学校教育や社会教育活動への支援を通じた「木育」の推進という言葉でうたってございま

す。その木育とは違って，須能委員は森，里，海とつながる段階において，もっと強調したら

いいのではないかという話ですね。

○須能委員 この審議会全体を通して共通項としておかないと，今は，独立した農業の分野，水

産の分野，林業の分野になっているけれども，底流に流れるものとしては自然産業論ではない

かと。そういう哲学というか理念の分野で常にそれをアピールしていかないと，一般県民には

わからないし，我々やっている人間も，仲間が周りにいるんだというような意識が無くなるの

ではないかということでお話ししたわけです。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 では，この点につきましては，もう少し内部でどうするのか，

考えさせていただきたいと思います。

○岡田部会長 今の件，多分，非常に大事なことをたくさん含んでいると思いますので，もう少

し，各委員からも，関連したところでご意見があればいただきたいなと思います。例えば，こ

のビジョンの２５ページのところでも，ここでは産学官の連携という，こういう枠組みでビジ

ネスモデルという言葉が出てくるんですけれども，その中にも「山業・森業 ，あるいはこれ」

「 」 「 」 ，をただいまの須能委員ですと木育ということで 山・川・海 あるいは 山・里・海 という

こういう違う視点でとらえていただいたんですけれども，軸としては，こういう軸でもビジネ

スモデルというのはやはり重要だということが出てきておりますので，関連したところで，結
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。 ，構かと思います いろいろなご意見をいただいた方がよさそうだなという気がいたしますので

どうぞ，もしご意見あればお願いをしたいと思います。

須能委員がおっしゃるように，大体，世の中の認識としては，２１世紀は間違いなく，環境

の世紀であり，同時に生命の世紀であり，生命産業が花開く世紀だと，こういうコンセプトと

いうか，方向性に対する認識は大変強いと思いますが，具体的に，それをどう産業だとか地方

だとか，地域生活のレベルでビジネスとして具体化するのかということについては，なかなか

姿が見えづらいというのが実態で，一つでも二つでも宮城発ができると，それはそれで大変売

りになるという，そういう目標になるし，そこへ向けてのという，まさに一体化，連携ないし

はここでは「環」という言葉を使っていますが，その求心力になり得るぞということなんです

ね。いかがでしょうか。もしなければ，また後ほどでも結構です。大変重要な点だと思います

ので，お願いいたします。どこからでも結構です。

○早坂委員 １３ページの「富県共創」という言葉がありますよね。これ，ちょっと何か中国語

の縮めたような文字で全体のことはわかりやすいんでしょうけれども 「富県共創」というの，

が，もうちょっと柔らかい言葉がないんだろうかと，ちょっと気になるところなんですけれど

も，いかがでしょうか。やはり，日本人なのですから，もうちょっと日本の美しい言葉という

ものを，もっと理解していただくには，富県共創というと，何か「やるぞ」みたいな，気迫は

， ， ，伝わってはくるんですけれどもね ちょっと優しさが足りなそうな気がしますけれども 何か

言葉ありませんでしょうか。ちょっと気になりました。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 これは，前にも説明したんですが，宮城の将来ビジョンがある

のですが，それに県政運営の理念として「富県共創！活力とやすらぎの邦づくり」ということ

をうたっております。そこから，我が方も今回のビジョンは県のビジョンの下に位置するビジ

ョンですから，その言葉を拝借した次第でございまして，意味は字のごとくです。県内総生産

１０兆円達成を目標に掲げて豊かにしましょうと。豊かにするのには，共にみんなで力を合わ

せて，役所なら役所だけがやるということではなく，県民みんなで力を合わせて，それを創っ

ていきましょうという意味で，私が作ったわけではないんですが，富県共創というのはおそら

くそこから来たんだと思います。

それで，我が方はそれを拝借したということで 「富県共創！強い林業県宮城と美しい森林，

づくり」という言葉にしたところでございます。

○早坂委員 あともう一つ，その次の「強い林業」というのも，これもわからないでもないんで

すけれども，今，宮城県がものすごく林業が活性化されている。合板工場ができたおかげで，
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とても全国的にも注目されて，その部分がどんどん伸びてきているということで，強い林業と

いう言葉もあるんでしょうけれども，でも，果たして強い林業が本当にいいのかどうかという

のは，これはやはり１０年後を見据えて考えますと，決してそうでもないのではないかと。要

， ， ，するに 今 勢いよく合板工場のためにいろいろな木が伐られて回ってはいるんですけれども

長い目で見たときに，それだけ，一時のことだけ見ることではなくて，もっと持続可能な林業

とか，強いという言葉にもうちょっと惑わされずに，何か宮城県らしい言葉がないだろうかな

と思って，富県共創が仕方がないというのであれば，強い林業，何かもうちょっと宮城県らし

い言葉を探していただけるといいかな，もうちょっと優しいかなと思うんですけれども。もし

あればで結構ですけれども。皆さんでちょっと考えていただいて，この方がいいというならそ

れでもよろしいんですけれどもね。長い目で見たときに，果たしてこの言葉がいいんだろうか

なと，ちょっと気になりました。

○岡田部会長 ありがとうございました。

これは，全体の審議会のところでも，やはり何件か出ていて，いよいよ最終案をつくるとき

にも，また出されたということでは，本当にこの言葉でいいのかどうかというのは，やはりど

うも最後まで課題として残っていたような気がします。

スローガンとしては，確かに一番先頭部分ではこういう言葉があってもいいのかもしれませ

んが，森林ですとか地方を形づくっている県土基盤みたいな，そういうところになりますと，

先頭部分とは違っていろいろなクッションがあったり，いろいろな出入りがあって，そんなと

， ， ， ，ころがあるんだよという そういう中でこの先頭部分の産業ですとか 強いですとか 富むと

豊かさではなく富むという言葉を使っているわけですけれども，改めていいのかどうか，確か

にあるかもしれませんですね。

これも，きょうのこの時間の最後までにもう一回各委員から意見をいただくことにして，し

かし，この委員会で部会で出たものが，そのとおり最後の審議会のところの原案になるかどう

かということについては，これはやはり担当部局の判断が必要だと思いますね。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 早坂委員に別に私は反論するわけではございませんけれども，

では現状はどうなんだと。現状は極めて弱いんですね。林業界だけでなく農業界だってあるい

は同じなのかもしれませんが非常に弱い。それに対する対語として強い林業を我々は目指しま

しょうという意味で，あえて強いという言葉を強調したかったのです。我が県の林業は，少な

くともよその県には負けないよというような意気込みを表したつもりです。

○須能委員 それ，強い，弱いで判断すること自体が間違いです。この自然産業が優遇されなく
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， ， ， ，なった社会が 人間性を否定してきている社会だから よく言えば 人間性の産業なんですよ

我々。それが，今の高度社会という名のもとに，競争社会の中で我々カメの歩きも新幹線の方

が良くて，早く死ぬようなリスクを持った方がいい社会だというふうに，金銭の市場経済原理

の人がそう判断しているのであって，本来は人間性回復からいえば違うわけで，ただ，その議

論を，強い弱いで判断されたらば，カメとウサギ，どっちが強かったの話ではないわけでね。

， ， ， ，そういう意味でいうと 我々の スタンスとしては 本来この自然産業をやっている人たちは

そういう社会の構成を常に人間性に戻すんだと。そういうような高い理念か低い理念かわかり

ませんけれども，そうい人間を鍛えながらいないと，こういう産業には共鳴する人いなくなっ

てしまうんだよね。今言われたように，強い弱いではない，もっと温かさとか，何か議論をす

りかえてこっちが有利に持ってこないと，生産性の高い低いで議論されたのでは，存立し得な

いので，そういうところの価値観を，こちらが勝てる価値観に持ち込まないとだめだと思うん

ですよね。ですから，やはり強い弱いはいかがなものかと思います。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 この理念には実は二つポイントがあるのですが 「強い林業県，

宮城」が一つ，それから，今，須能委員が言われた 「美しい森林づくり」というのは，いわ，

ゆる価値観が違うといいますか，その美しい森林もつくっていきましょうという，二つを組み

合わせています。林業というのはなりわいですから，いわゆるどちらかというと経済的な部分

が大きく，それは何とかして採算の合うように，強いものにしましょうと。それからもう一つ

は，美しい森林を，同時に環境にも優しい，美しい森林づくりをしていきましょうという，二

， ， 。兎を追うとでもいいますか これを目指した上で強い林業と書いたのですが なお検討します

○小野寺委員 強いとか弱いという言葉だと，勝者と敗者というようなイメージで，多分とらえ

られることが多いと思うんですけれども，この強いと言うのは，結局は連携基盤が強いという

ことなのかなと思います。というのは，結局，林業が他県の林業と競争するのかというと，そ

ういうわけではなくて，それを使う人が競争するということなので，その連携基盤が強いとい

う意味合いでのことなのかなと。競争のための強いということではなくて，安定供給体制づく

， 。りと これらを絡めた連携の強さということなのかなというふうにとらえていましたけれども

いかがですか。

○谷口委員 小野寺委員のお話は大変感銘しました。すばらしいとらえ方だと思います。

僕が言いたかったのは逆で，須能委員と同じで，やはり，グローバリズムと市場主義原理の

中では，日本の一次産業は，全てかなうわけないです。要するに，コスト計算やられると絶対

負けてしまう。だからといって，日本の国の食糧とか環境をすべて海外に依存していいのかと
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いう一般的な議論になってしまう。一般的な議論はしたくはないんですけれども，でもやはり

せざるを得ない。だから，例えば森林そのものが持っていて，森，川，あるいは里，海をつな

ぐ中身だということ，私もそう思っていますし，そのためのビジネスモデルをつくりたいと願

っています。

その上で，今のこのグローバリズムと市場主義原理の中で勝たねばならないということでい

けば，負けるのは当たり前。初めから勝負は見えているので，そういう設定そのものが間違い

だと思うんですね。そういう意味では，小野寺委員がおっしゃったような意味でも，宮城県の

中での関わりをしっかりと持っていって，産業をともにつくり上げていくんだという視点が，

やはり一番大事だと思います。

その上で，では具体的なビジネスモデルをどう考えていくかという中身になっていくと思う

んですけれども，その前に，実は我が国のように雨が降って，海から栄養が供給されて，必ず

。 ， ， 。森林ができ上がるようなんですね ということは 森林がなければ 里も海も荒廃してしまう

明らかです，それは。だから，森林がなければならない。ということは，森林の持っている機

能というのは，今まで考えている以上にもっともっと大きいのではないか。その辺のところを

考えれば，単にグローバリズムの市場主義の中にぶち込んで，儲け一発でいくような話ではな

い。とすれば，これは公共材として，やはり公的な機関がそれなりに保障するぐらいの，言っ

てしまえば日本国が日本の宝のような森林をいかに守るか。そのためにどのような措置をとる

べきかということを真剣に考えてもらわなくてはいけないと思う。

そういう意味からいって，国民にも応分の負担を要求しても構わない。これだけの重要な意

味を持っているから。という意味で，一時ちょっと議論になりましたけれども，森林環境税と

か，そういった認識も将来的には必要になるのではないかと，私は思います。そういうような

支えがあることによって，初めて産業として成り立つわけで，そういうような産業なんだとい

う共通認識にもっていかねばならないと思います。

もちろん，それを利用して，木造の家はやはりすばらしい家ですし，本当に美しい香りのす

る家に住みたい。そういう利用の方向はもうしっかり書かれていますので，このビジョンにつ

いて一言も僕は文句ありません。その上で，将来ビジョンを含めて森林・林業をどうこれから

。 。 ，守っていくか それにはやはり政策的な下支えというのがやはり必要だと思うんです だから

単に市場主義の中にぶち込まれるべきものではないし，そのような認識を改めるべきだと思い

ます。

その上で，新しいビジネスモデルをどう考えるということで，いろいろ，私も水産業の関連
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で飯を食わせてもらっているものですから，いろいろ考えている限り，実は，日本の沿岸は大

都市以外は全部，貧栄養。栄養が足りない。総体的にどころかもう完全に足りない。日本の沿

岸は。それほど貧しくなっているということなんです。海は。なぜ貧しくなったかということ

， ， ，は それはもう大きな気候変動がかかわっているのではないかと思われますけれども それを

ではどうすればいいかとなると，基本的には陸上に森林があるように，海の中でも，植物プラ

ンクトンと書いていましたけれども，豊かな植物プランクトンを増やして，あるいは沿岸域で

は海中林をつくるということが最も必要だと思うんですね。そのためには，必要なものは何か

というと，やはり栄養でしかない。栄養はどこから来るかというと，陸上でうなるほど余って

いる。そのまま放置していたら，カタストロフが起こるくらい陸上では栄養が余っている。そ

れを合理的に利用するシステムをつくってやれば，陸と海は確実に連携する。つまり，廃棄物

を利用するシステムをつくればいい。その中で，林業がどのような形でかかわっていくか。林

業の廃棄物，例えば間伐材ですね。余った材をどのような利用の仕方があるか，幾らでも出て

くると思うんですね。その連携さえしっかりすれば。そういう意味での，連携した具体的な，

金もうけができるモデルを考えていって，そのためにも須藤委員が提案されたように，全体を

通じた視点が必要だということで，結局同じこと言ってしまいましたけれども，ということだ

というふうに思います。

このビジョンを変えろという意味では決してなくて，この会議が始まって一番最初に申し上

げたんですけれども，宮城県としてはこのような広い視点を持って作業を進めていただければ

と思います。

○岡田部会長 なかなか，大事だぞということが改めて出てきましたので，この宮城の将来ビジ

ョンで使っていることと，そこを一つの全体計画，多様な計画がそこに収れんしていくという

ことについては，皆さん理解をしておりますので，宮城の将来ビジョンではこういうふうに言

っていると。それをこの個別計画である森林・林業のところでは，そのままの言葉を再度使う

のではなくて，違う角度で充ててもいいのではないかという，そんなところで整理をいただく

と良いのではないか。キーワードで各委員の意見を，例えばということで置きかえますと，小

野寺委員は，みんなで手を携えてという，連携ですとか協働，協働が今，キーワードの一つで

すよね。そうすると，富県共創を連携共創，森林・林業ではそういうふうに置きかえて使って

いますよとか，そんな置きかえをしながら，今の谷口先生のお話ですと，もっともっときちっ

と未来を見据えて，本当に戦略産業だとか柔構造であったり，生命産業であったりという，そ

れを踏まえたということになると，結構，まだ新しいキーワードを提案できるチャンスなのか
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なというふうにも思いますね。

そんな意味で「協働 「連携 「柔構造」だとか，整脈の「整」だとか，生命の「生」だ」， 」，

とか，あるいは木育の「木」だとか，森林の「山業・森業 ，こんなところを上手に組み合わ」

せて，ある宮城発のコンセプトができるかもしれないなという感じはいたしますね。ぜひお願

いをしたいと思います。

○早坂委員 別な意見ですけれども，第２節の２８ページですが，私が資料３の中で６の項目で

公共建築での県産材使用量ということをお願いしたんですけれども，これは循環型社会に貢献

する県産材の利用推進という，きちっとした言葉になって，その下に１０年後に目指す姿，そ

のためにはどうすればいいかということがずっと書いております。これは，きちっと書かれて

はいるんですけれども，こういうことをやりますよというのはよろしいんですけれども，これ

。 ， ，はどこでも皆さんそうやって書いていらっしゃると では 実際にこうは書いてあるけれども

例えば先ほどおっしゃったように，県庁の中で横の連携ができるような推進組織を立ち上げた

ということはわかりました。でも，現実的に，では今度は全体的なマンションとかオフィスと

か，そういうところでも使っていただけるという方法としまして，言葉だけではなく具体的な

取組として推進していかないと。県として，特別な何かの働きかけというものをしないといけ

ないのかなと。

実は，何年か前に，金沢に行きまして，金沢の町の中というのは町家がありまして，かなり

木造建築がたくさん保存されております。それで，偶然に見に行きましたときに，市の方が調

査においでになっていたんですよね。それで 「どこからいらしたんですか」と言われて 「仙， ，

台です」と。どうして，こういう建物が残っているんでしょうかと逆にお聞きしましたら，特

区を設けて，いろいろな論議をして，木造で，ともかくやることに決めたんだと。もちろん，

文化財的なものもありますので，価値のこともあるんですけれども，それを全部整理して，と

もかく木でやってくださいという形で特区をつくってやられていると。本当に，どこでも今，

皆さん木を使いましょうとは声がけはされています。でも，現実的にあるいろいろな縛りを受

けて，それができないでいるというのが実情です。

私，３年か４年前に，青根に別荘をお客様から頼まれてつくったことがありまして，その別

荘地ですら，建築基準法の２２項というところがありまして，要するに隣地から３メートル以

内のところについては木を使ってはいけないと。燃えないものにしなさいと。２階については

５メートルと。その青根の別荘地ですらそういう規制がかかっているところでした。本当に，

一般分譲されている別荘地なんですけれども。要するに，そういうものを山の中までにずるず
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ると引きずってもっていっていると。ですから，そういう枠組みを少しずつ外していただかな

いと，木を使う場所というのがなかなか現実的になくなってきてしまっている。それで，本当

に別荘地の中に別荘を建てて，３メートルに，ちょっと土地が長い土地だったので，隣地から

やはり２メートルぐらいしか離れてなかった。そうすると，あとの１メートルは燃えない材料

にして，３メートルのところから板を張ると。そういう苦労をしたことがありまして，もっと

もっと開放してもいい地域が宮城県内にたくさんあるのではないかと。そういう規制の緩和み

たいなものもしていただくと，もっともっと木を使っていただけるのではないかと思います。

それから，やはり，県らしいやり方とすると，ここにただ，使いますよと，働きかけますよ

ということではなくて，もっともっと具体策，例えば３年後，５年後とか，徐々にそういう規

制，いろいろなところを木を使えるように規制を外していくという取組がされると，もっと木

を使っていただく，恐らく田舎の方の市町村でも，かなり土地が広い中でも２階建てだと木を

使えないとか，今，物すごく建築基準法が厳しくなりまして，恐らく，今までまあまあで外壁

に木を張っていたお宅も，基準法の中で縛りがかかってきましたので，外していかない限りは

絶対木を使えないような状況になっております。

ですから，そういうものも勘案しながら，どうしたら木を使っていだたけるかという，苦労

の跡がもうちょっと見えるといいなと思いますので，ただ，書いてあるだけではつまらないの

， ， ， ，で 例えば県庁の中だったら何割 これから先 どことこの階までは壁に板を張りますよとか

書かないまででも，そういうことの検討を実際にしていかないと，増えていかないのではない

かと思います。

だから，この部分にはもっと具体例が書けないかなと思っておりますので，ぜひ，その取組

をお願いしたいと思います。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 先ほど，資料の３の６番で早坂委員が質問したことに対して回

答申し上げました。それで，県の内部で木材利用推進連絡会議があると，お話ししました。さ

らにその全体を描くために，みやぎ材利用拡大行動計画というものもあります。そこでは，き

ょう私，手元に持ってきてないんですが，例えば学校，小学校，中学校，そういう学校で平屋

づくりで面積が例えば１，０００平方メートル以下のものは，原則として木造にするとか，病

院はこうするとか，内装材，腰壁，腰板的なものはこうするとかというように基準が定めてあ

り，それぞれ各部局にお願いをしているという手法をとっております。それを，ここに記載す

るかどうかですが，ただ，一番問題なのは建築基準法ですよね。それについては，宮城県だけ

を勝手に解釈するわけにもいかないでしょうから，担当は土木部なのですが，その会議には土
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木部の職員も入っておりますので，我々は木を使ってもらえば非常にこんなうれしいことはな

いものですから，今後，そういった要望等について，我々の方からお話はしていきたいと思っ

ております。

○小野寺委員 今，早坂先生のお話で，だんだんに縛りを少しずつでも減らしていければという

お話がありますけれども，私も本当にそのように思います。ただ，ここにきて，逆行するよう

な改正建築基準法というものができて，本当に木をこれからどんどん使ってもらいたいのかと

国が考えているのか，真逆の法律ができているのではないかなというふうに感じております。

ちょっと気になる点としましては，まず，一つには，いわゆる数値化するものが上位のラン

クに来るんですね。これは，考えようによってはスギだとかヒノキだとか青森ヒバだとか，そ

ういったムク材よりも，日本の気候に合わないと言われている，ヨーロッパとかのホワイトウ

ッドの集成管柱が上位にきて，いいものとしてとらえられてしまっていると。これは，いろい

ろなところに波及していくことだと思うんですけれども，１位はそういった集成柱，２番目に

ＪＡＳのムク材，３番目にノンＪＡＳ，ノンＪＡＳという言い方はないかもしれないんですけ

れども，いわゆる無規格のものというふうになります。

今，現時点でＪＡＳの工場というのは全国でどのぐらいの割合あるかというと，２割から３

割ぐらいですか，ほとんどまだＪＡＳを取得していないんですね。これが来年の１２月から，

いわゆる４号物件といわれる一般住宅が適用になるんですけれども，それが施行されると大混

乱が起きるのではないかと。木がなかなか使えないものになるのではないかと心配しておりま

す。

もう一つ，改正建築基準法でちょっと気になる点は，来年の１２月から，やはり瑕疵担保責

任というのが出てきまして，それに対しては，供託金を積むか，または保険に入らなくてはい

けないんですけれども，そのために，業者登録をしなくてはいけないんですね。それで県内を

見渡してみても，個人でやっている建築業者というのは結構いるんですよ。その人たちが仕事

ができなくなってしまって，また，そういう人が木を使うこと多いんですよね。それらの人た

ちが仕事ができなくなっていくというのも，これはちょっと逆行したものなのかなというよう

な気がします。来年１２月まで若干の修正が加わるかもしれませんけれども，今のまま施行さ

れたら，せっかくこういったいいビジョンが策定されても，いざ使う段階になって使えないと

いうふうになるのが，ちょっと怖いところだなという気はいたします。以上です。

○岡田部会長 ありがとうございました。

大変重要なご指摘だと思います。やはり，具体的に使ってもらわないことには，強い林業と
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いうのは生まれないわけですからね。そこで，具体的にも，早坂委員からは，例えば特区だと

か，特殊な政策，施策，事業を目玉的にぶち上げたらどうかとか，そういうことによる波及効

果なり，宮城らしさというものも，ある象徴というのはできるだろうという，こういう意見で

もあるので，ぜひ，この点も，いよいよ最後のところへきて，またそんな修正かというお叱り

を受けるかもしれませんが，大変重要なご意見だと思います。

○小野寺委員 それで，もし盛り込んでもらえるのであれば，これからその法律がどのように運

営をされて，どういう影響が出てくるか，実際やってみないとわからないんですけれども，そ

れに対して，臨機応変な細やかな支援ができないか検討していただき，文章の中に盛り込めな

いかと思います。

○岡田部会長 小野寺委員の，今の，建築業界をめぐる，いわゆる木材業界への大変な危惧の念

というのは，多分刻々と，早めに撤退しようという業者だって出てくることはあり得るわけで

すから，そういうことに対するケア，宮城は他の県とは違ってこのようにあるよというのを，

前もって出しておくという，そういう意見ですね。

○谷口委員 関連して，前回の部会で小野寺委員が提案され議論になった木材の乾燥方法につい

て強く印象に残っているんですけれども，今は国の方針で人工乾燥の指導があって，ところが

基準さえクリアすれば，天然乾燥は非常にいいと私も思うんですけれども，それは，県独自の

判断で可能かどうかということなんですけれども。可能だとすれば，いわゆる宮城のブランド

の売りとして，天然乾燥という，自然の条件の中で時間をかけて丁寧につくり上げたんだとい

う方が，私は良いと思ったので，前回ああいう議論をやっていただいたんですけれども，いか

がでしょうか，その辺のご判断は。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 私もこの間，ちょっと知識が浅はかで大変申しわけございませ

んでした。ＪＡＳの規格があるわけですね。乾燥率何％というのがあるんですが，それは人工

， 。であろうと天然であろうと その率さえクリアしていれば乾燥材であると認められております

ただ，天然乾燥だとやはり一律に安定的に乾燥をさせるというわけにはいかずにばらつきが

あり，ユーザーのニーズに応じた製品を安定供給するには，なかなか人工でないと難しいとい

うことを，私はお話ししたかったんです。そこで，今，大体どこでも，小野寺委員のところも

そうかもしれませんが，やはり，乾燥機というものを導入をして，何とかして需要に対して供

給をしていきましょうという工夫をしているところなんですね。

そういう意味で，どうしても，やはり天然よりは人工乾燥機でもって乾燥させるというのが

主流になりつつありますということを言いたかったのです。どちらもＪＡＳでは認めているよ
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うでございます。

○谷口委員 では大丈夫なのですね。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 もちろん大丈夫です。

○谷口委員 それが，一つの付加価値がつけばこんないいことはないですね。

○小野寺委員 この前は，乾燥の前に，人工という言葉だけがついていたんですね。その人工を

外せないかなと。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 それは外してございます。

それは，２２ページの下の方の緑の欄で菱形で二つ目 「事業体の連携や協業化による木材，

乾燥・・」という記載ですが，以前は「人工乾燥」と書いていたのですが，それを，あえて人

工というのはとりまして木材乾燥，いわゆるどちらでも意味合いにとれるように，ここは直し

てございます。

○岡田部会長 そういう意味でも，天然乾燥という言葉が逆に出てくると売りになるという状況

にあることは間違いないですね。ですから，そういう，何か天然までいかなくても，その中途

段階の新しいシステムなり，仕組みを時間との見合いの中で上手にそれをクリアできる仕組み

ができれば，これはこれで宮城型というのは可能性がありますね。

○早坂委員 ちょっと建築の現場についてのお話なんですけれども，今，柱材ということで，ど

んな柱を使わなくてはいけないかという規定は現実的には木造建築の中ではないんですね。要

するに，柱材の寸法が幾らということを自分で申告して書くだけなんです。それで，現場に来

た検査官がどうするかというと，スケールを持って，その柱の図面に，例えば１２０角と書い

てあったんだったら，その１２０角あるかどうかだけ確認するだけで，実際には乾燥材だろう

と，それから集成材だろうと柱の種類というのは全然，今の時点では問うことはないと思いま

す。

ただ，もしかしたら，例えば高性能住宅になったときに，初めてそこの段階で，これ以上の

規格，１２０角以上がなければだめだとか，例えば集成材だと１０５角以上がなくてはいけな

いとかというのが出てくるだけで，ふつうの住宅の一般の住宅であれば，柱材が何を使ってい

ようが文句は言われないというのが現場の状況です。

ですから，まだ法改正がされた段階でも，そういう縛りは全くないんです。むしろ問題なの

は，今，在来工法の中で金物は何を使っているんだと。それから構造計算がきちっとされてい

るかどうか。筋交いが図面どおりに入っていて，金物がしっかりついているかどうかと。そう

いうことをチェックされますので，全体的には，逆に木造住宅が検査によってお墨付きをいた
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だいていると私は思っています。

要するに，その検査に通ったものというのは，安心安全な住宅なのだと。ですから，逆手に

考えますと，それで検査の機関が許してしまった住宅が倒壊してしまったら，つくった方の責

任ではなくて，その確認をおろしたところの責任になると。むしろ，県が確認申請をおろした

んだとすると，県がすごい責任を負うような状況になって，逆に設計者の私としますと，ちゃ

んと確認をおろして検査していただいたんでしょうと，だから，安心な木造住宅だったんです

よということで，お客様にもきちっと説明ができる住宅になったかなと。

ですから，あまり今回の法改正で木造住宅が怖いということではなくて，むしろ，今まで使

えていた木材が使えなくなる方が怖くて，安心安全な住宅にはなりますよというＰＲには十分

。 ， 。 。なっていると思います それが 今の現在の新しい法改正の実情だと思っています 以上です

○小野寺委員 ちょっとお聞きしていいですか。

私もちょっとまだ勉強中で，改正建築基準法についてはちょっとのみ込めてないところがあ

るんですけれども，たしか，来年の１２月から使用部材の表示義務というのが義務づけられる

と思うんですけれども，そういうふうになると，どういうものを使っているかがきちっと今度

， ， ， ，は問われてくるかと思うんですけれども 心配なのは そこから発展して 表示義務になると

今度構造計算もしっかりしなさいというふうにならないかと。

○早坂委員 今時点で，もう構造計算しっかりしたのを出さないとだめです。

○小野寺委員 ４号物件に関してですけれども。

○早坂委員 はい。

○小野寺委員 今は３階建て住宅以上ではないのでは。

○早坂委員 いいえ，普通の一般の１階建てでも２階建てでも，構造計算はしっかり必要です。

○小野寺委員 そうなんですか。

， 。 ， ，○早坂委員 それはもう当然 義務として図面に付けて出さなければいけない ですから 当然

それにのっとった筋交いの数量も決まっていますし，壁量計算も一緒に添付義務が出ました，

今回。それで今，中小の工務店さんとかが，今まで計算しないで，ただ勝手に筋交いを入れて

どんと出していた人たちが現場に行ったときに，計算に合わない図面，筋交いなんかを入れて

いるのでだめですよと言われている状況なんです。だから，もう一回計算し直して出しなさい

というのが実情でした。

， ， ， ，実は ６月１８日から法改正になりまして ちょうど私 その真っただ中におりましたので

大丈夫です。全部要ります。今時点では必要ですので。
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○小野寺委員 わかりました。

○岡田部会長 今の議論も大変重要だと思いますね。木材について，大体２２ページ，２３ペー

ジあたりのところで書かれているんですが，キーワードとしては，優良みやぎ材，これで押し

ていますが，住宅におけるところの安心安全，あるいは上の方では森林のところで認証制度が

出てくるんですけれども，早い民間レベルでは，住宅認証ですとか，材料の高品質化という，

質の違いを訴える，ここも常に出てきていますから，こんなことを踏まえながら，内容として

は十分考えられているんですけれども，その内容を上手に外に表すキーワードがやはり足りな

いと。このあたりが確かにあるような気がいたしますね。

そんなことで，大変これも申しわけないんですが，もう一回，少し考えてみる，リファイン

してみる必要のある箇所かもしれませんですね。

ここで，それでは，前回出されました委員会での資料３に沿った議論を大体終えたいと思い

ますが，終わりの時間，どんなに遅くても４時ということになっていますので，ここで５，６

分休憩をとりたいと思います。この後，このビジョン全体についてご意見をいただければ幸い

だと思います。

(休 憩)

○岡田部会長 それでは，再開したいと思います。よろしいでしょうか。

委員会での質疑，意見，それに基づいた対応のところは大体終わりにさせていただいて，そ

れ以外のところを含めまして，宮城の森林・林業の将来ビジョン，最終案全体にかかわって，

今度はどこからでも結構かと思いますが，気がついたところから最終案にきちっと疑問が残ら

ないような形でご意見，あるいは質問をいただきたいと思います。よろしくどうぞ。

○小野寺委員 細かいところなんですけれども，資料２の②の資源の循環利用を持続できる森林

の整備というところがあって，右端の方に温室効果ガス削減目標６％のうち３．８％を森林吸

収で確保するとなっていますが，これは３．９％だったのではなかったでしょうか。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 最初３．９％でございましたが，林野庁で計算をもう一回し直

したんですね。その結果３．８％ということで，今，３．８％になっております。

○小野寺委員 そうですか。わかりました。

○木村委員 私は直接，今も森林・林業にかかわっているので，どうしても具体の意見になって

しまうんですが，先ほど谷口さん，あるいは委員の皆さんから森林・林業に対する大変な理解
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と高尚な意見をいただきまして，かかわっているものとしては大変ありがたく，全く同感と思

っておりました。

私の方からまず，資料の２の数値目標に関して，まず一つなんですが，１枚目の一番下，基

幹林業技能作業士数と，グリーンマイスターの技能者の育成に関して，先ほどの説明でも，毎

年６人を確保していくという説明でしたが，私は６人では少ないのでは，目標としてはどんな

ものかなと。これは昭和５６年から実施している大変伝統のある研修，育成対策でずっと１０

人でやってまいりました。人数が少なくなった年もありますけれども，原則はずっと１０人で

やってきました。担い手育成の単位としても非常にいい単位であるし，また，費用対効果の面

からもやはり１０人程度は必要であろうと私も考えておりまして，次のページの高性能オペも

そうなんですが，目標としては年間１０人を掲げてもらえばありがたいなと。結果として，９

人，８人の年があってもやむを得ないんですけれども，最初から６人はちょっと低いのではな

いかなという気がしてございます。

それから，同じく，少し上にまいりまして，同じこの資料２の１枚目の②の資源の循環利用

の路網密度なんですが，先ほど，やはり現在２７．６メートルで将来２９メートルまで伸ばす

という説明をいただいたんですけれども，中身の方を見ますと，林道で２３キロメートル，そ

れから作業道で３８３キロメートルというふうになっており，その下に，簡易で安定的な作業

道による高密度な路網，１００ｍ／ｈａ程度の整備を推進するということが書いてあるんです

， ， ， ，が 現在の森林の作業では 私は路網が第１番目に重要な生産基盤であると思っており 林道

作業道ではとてもやはり伸びきらないと思いますので，この簡易作業道を，幹線，支線，ある

いは枝線ともいうんですが，幹線は林道，作業道，簡易作業道を枝線と考えれば，これの開設

延長もカウントして路網密度に入れてもいいのではないかなと思います。先進の林業経営の事

例なんかを見ていますと，先般，四国からお呼びした四万十式の路網をやっている四万十川町

の路網は２５０ｍ／ｈａだそうですけれども，まさに低コストの２．５メートルから３メート

ルの２，０００円／ｍぐらいの簡易作業道です。資料５の事例で，林業試験場の１３３事業地

の分析結果では，これからの低コストの森林作業は，一つには高性能機械の導入だと。それと

もう一つは丸の三つ目にありますように，集材距離が４０メートル以内のときに非常にいい結

， ， ，果が出るということからすれば やはり ここまで成熟してきた人工林資源を的確に管理して

なおかつ収穫をしていくと。やはり，きちんとこれからも森林を適正に維持管理していくとな

れば，低コストでしかも災害を起こさない路網づくりが必ず必要ではないかということであり

ます。もちろん，このビジョンの中にも書き込みはありますが，例えば鳥取県では，鳥取式の
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路網開設士という資格を県の方で出しているということでございますので，宮城県でも，路網

に関してそういう路網の重要性，それを担う技能者の育成というものを，具体的には行動計画

にでも少し書き込んでもらえればありがたいと思います。これが２点目でございます。

それから３点目は，２３ページの取組２の資源の循環利用に，３０ページの多様性に富む健

全な森林のところにも書き込みがあるんですけれども，これからの森林の維持管理は，所有者

のみでは管理しきれないだろうと。また，国・県とも，もうお金もなくなってきているという

ことで，これからは元気のある環境に理解の深い企業に，応援をもらうべきではないかなと最

近感じております。企業の書き込みもこの辺にはあるんですけれども，もう少し具体的に強い

書き込みをしていただけないかなと。実は，新聞でご覧になった方もあるかと思うんですけれ

ども，９月２７日付でしたか，トヨタが三重県で，かつては日本でもモデル的な経営をしてき

た諸戸林産の山を１，６３０ヘクタールほど買収しております。環境に絡んだ森林再生のため

の取り扱いをしていくということで，日本の冠たる大優良企業のトヨタが１，６００ヘクター

， ， ，ルの森林を購入したということからすれば 今度 宮城県にもトヨタ自動車がまいりますので

合板会社しかり，環境に負荷を与えている企業に応分の協力を要請していくのも，これから必

要であると思うので，その辺の書き込みを少し強く行動計画にでも出していただければありが

たいなと思います。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 それでは，答えさせていただきます。

まず，指標の中の１２番，基幹林業技能作業士，グリーンマイスターと言っています，１０

人ぐらいがどうかという話でございます。我々，６人という数字を出したのは，ここ５年間の

。 ， ， ， ，データを見てみました それによりますと 平成１４年は４人 １５年が６人 １６年が４人

１７年が２人，１８年が８人となっておりますので，６人ぐらいが妥当なのかなと。これでも

どうかなとは思いました。確かに，過去には１０人とかいう数字もあったのですが，ここの数

年の５年間の傾向を見ますと，そういう実態でございますので，実態に沿うような形に，ここ

は書かせていただきました。これが一つです。

， ， ， 。それから 路網密度につきましては 確かに簡易作業道 いわゆる路幅の少ないものですね

それを含めてはどうかという話ですが，我々のこの延長には，一応そういったのも考え方とし

ては含めております。ただ，現実的にそういうのをやるかどうかというのは，またこれは別な

んですけれども，確かに低コストな簡易路網整備の重要性は全く木村委員おっしゃるとおりで

ございます。そこで，そういった簡易なものも含めまして，この資料の２の７番の路網密度の

方法と，右側の方ですね，米印マークに書いたのは団地内では高密度な路網，これは枝線等も



- 28 -

， ， 。含めまして ヘクタール当たり１００メートル程度のものを整備し 推進していきましょうと

他のものについては，林道も含めまして，それは取組１であり，取組２に，２２ページ，２３

ページ，そういったところ路網の整備，あるいは林道の整備等々は記載させていただいている

ところでございます。

それから，最後の質問なんですが，森林所有者ではなかなか管理ができないと。森林の所在

する市町村に住居しない所有者もいますので，それで企業の力をもっと借りるべきではないの

かというような話だと思うんですが，それにつきましては，一応３０ページ，これで表現が足

りるかどうかというのは，また議論の分かれるところかもしれませんが，３０ページの緑の欄

で，菱形が４つありますけれども，一番下の菱形の丸ポツの３つめ，企業の社会的責任という

ところで，企業を募り，取組モデルの検討とモデル事業実施への支援というような形で，ここ

はそういう形でまとめさせていただいておりまして，先ほど私が話でコカコーラとか，ミサワ

ホームの例を出し，木村委員はトヨタの例を出しましたけれども，そういう企業等をぜひ募り

まして，こういうところで何とかやっていきたいという指標で掲げさせていただきました。

○岡田部会長 いかがでしょうか。この数値目標の数値についてはどうですか。

○早坂委員 木村さんの意見に引き続いてなんですけれども，例えば，グリーンマイスター，確

かに６人といった根拠はお話をしました。ただ，さっき木村さんがおっしゃったのは，１０年

， 。後の目標値であれば もっと増やしてもいいのではないかということだったと思うんですよね

というのは，これから先，合板工場だとか，そういうものを考えたときに，宮城県の中ではど

んどん機械化，団地化，それで効率のいい作業の仕方をして，それで結びつくのが間伐材生産

コストがどんどん安くなる。路網も一つだと思います。そういうものが初めて皆機能して，生

産者には木材の，森林所有者にはお金を高く，作業も効率よくして，コストを安くして，なる

べく収益を高めると。そうしますと，やはりどうしても機械化になっていく部分も多いのかな

と。だから，目標値なので，余り６人にこだわらずに，もう少し夢を持たせた数字でもいいの

かなと思いました。

あと，それと，例えば資料の２の中の木材生産適地における再造林実施率，この１００％，

こういうものは大変夢を持って１００％にしているので，なるべく夢のある数値，もちろん後

でこんなに開きがあったと怒られると，県の方も幾らビジョンだからといっても困るんでしょ

うけれども，少し含みを持ってもいいのかなと思いましたので，その辺，ちょっと考えていた

だけるといいかと思います。

， ， 。 ， ，○芳賀技術参事兼林業振興課長 実に 早坂委員 的を射た質問をされました 実は この後
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必ず検証というのがあるんですね。実際どうだったんだと。さっぱり目標に達してないんじゃ

ないかと言われますので，当たらずも遠からずと言いますけれども，そういう線を，どうして

も我々役人というのはやるものなんですが，確かに，先ほどの基幹林業作業士については，実

態からいきました。そういう意味では，夢がないんじゃないのという話を承りましたので，切

りのいい数字で検討したいと思います。

○事務局 実は，１０人でやってきているんですけれども，今，林業試験場の方の受け入れの状

況を聞いてみますと，集まった研修生の方々が機械に触る時間とか，人が増えると機械を扱う

時間がどうしても減ってしまうと。１０人でやるよりは５人でやった方が，来ていただいた方

々には機械に触る時間が多いとか，濃密に受講していただけるといった話があって，今の林業

試験場の状況を見ると，５人が妥当なのかなと。過去の実績もありますが，来ていただいた方

々への充実度を考えたときに，５人という数字が出てきました。

○木村委員 ただ，私も直接，このグリーンマイスター育成には林業試験場で従事したことがあ

ります。お言葉ですけれども，１０人は適正規模だと思っています。機械が３機種くらいある

ことが多くグループに分かれるので，それは指導者は大変ですけれども。また，平成１５年か

らのこの４，５年で，緑の雇用担い手対策事業で約２００名の方々が新規に森林組合等に入っ

てきていますので，その方々の半分を受けさせるだけでも，１０年間は１０人そろうのかなと

いう思いもあって，１０人に上げてもどうかと。

それから，もう一つは，長い間１年間で卒業ということでやってきたので，４人とか５人と

かという年もあったかと思うんですが，県の方でもいろいろ工夫していただいて，今は２カ年

で卒業でもオーケーだと。半分ずつ受けてもいいよというふうなことになっていますので，た

しか今年も９人おったはずでございまして，一時よりは受けやすくはなっているし，受けたい

人はいるかなというふうな実態にあるので，その辺も配慮いただければありがたいと。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 わかりました。林業試験場の話，うちの担当のものが話しまし

たけれども，工夫次第ではうまくできますよという話だと思いますので，なお，ちょっと検討

して，ご期待に沿うような数値に掲げたいと思います。果たしてご期待に沿うかどうか，ちょ

っとわかりませんけれども，できるだけそういう形でまとめたいと思います。

○岡田部会長 次長さんはずっと無言でおりますが，これもお金がかかることでしょうから，ち

ょっと心配なことは，大丈夫ですか。

○川村次長 このビジョンが始まった当初から，担い手対策が一つの大きな目玉だということも

あって，今，事務方は現実的なお話を申し上げましたが，我々の行政目標も，ある程度夢を持
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った目標を持たなければいけないという責任もありますので，今，課長が言ったように，木村

委員の意向に沿ったような形で，県の努力目標も含めた形で前向きに検討したいというふうに

思います。

○岡田部会長 ありがとうございました。

それでは，それ以外の２件については大体盛り込まれている，ないしは最後の件なんかも非

常に大切な件だったんですが，３０ページ，あるいはリーディングプロジェクトというか，こ

の三つのプロジェクトの２つめのところでも，やはり，企業との協働，こんなことも触れられ

ているということで，内容的には大丈夫かもしれないなという感じはしました。

○木村委員 あと，特に路網の関係は，やはり県の支援も欲しいので，行動計画で配慮していた

だければ，私はよろしいと思います。

○岡田部会長 ありがとうございました。

そのほかいかがでしょうか。

○須能委員 最後になるかと思いますけれども，先ほどの検証の件ですけれども，これを前向き

にとらえてほしいんですね。義務としてとるのではなくて，こういうことで県民からの強い支

援があるから行政上変更してでもやるんだと。といいますのは，杜の都仙台であり，要するに

東北の雄である宮城県，さらに森は海の恋人というようなことを言っていて，水産は日本で第

２位だというような形で，森と里と海との連携についても，他に比較して日本の中では宮城県

リーディングの地域ですよね。そういうような県のポジションで，この林業を見た場合に，こ

れを確実にするために，毎年こういう関係者を集めたチェックをして，確実にやるためにはこ

ういうのを検証をし，力が及ばないところはさらにやるんですと。ですから，前からたびたび

しつこく言っておりますけれども，連携プレーを強化すると同時に，後継者育成のためには，

教育上，どこに問題があるのかとか，後継者育成に対してあらゆるところに，ここに関係する

人が集まって，それは県政のいろいろなところに声を上げていくような，自然産業というもの

の成り立ちの宮城県であるというところで，全国に先駆けて，この林業から始まる水産，農業

全部にまたがるんだけれども，日本がやっていく，あるいは地球に対する維持生命の地球温暖

化の問題，あるいは地球環境問題について，日本をリードするのは宮城県であるんだというよ

うな，強い志を持ってこの審議会が終わるような形で，もう来年以降の見直しも，そういう高

邁な思想のもとにあるんだと。だから，行動計画されることが，何か行政上の重荷なのではな

くて，そういう皆さんの県民の支援をもとに，県税を使い，国の予算をとってきて地球に貢献

するんだというぐらいの気持ちでやるべきではないかなと。その辺を，上手に進行案に盛り込
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んでいただければなと。また，皆さんそういう思いが，ここずっと会議している中で底流に流

れているのではないかなというふうに，私，思いますので，ぜひ，その辺ご配慮いただければ

と思います。

○岡田部会長 ありがとうございました。

今の件は，むしろこの審議会としてお願いをするという角度が本当はいいのかもしれません

， ， 。が 恐らく各委員反対はないと思いますので 要するにこのビジョンがまとまったとしますね

， 。 ，それを県独自の検証システムに乗っけるという この角度も大事だと思います しかしながら

むしろ県民全体の応援という，そういうところをずっと遠い先には見据えて，このビジョンを

検証するというよりは，どちらかというと評価をするとか，そんな言葉で外部の委員会なり，

同時に進行管理をする委員会みたいなのをつくっていだたいて，あるいはシステムとしてきち

っと設けていただいて，そうして，ここまでできた，いや，ここまでの見直しをやはり改めて

短期間だけどしなければいけないとか，外部へのアナウンス，あるいは県民全体の支援を得る

意味でも，やはりそういうプラン・ドゥ・チェック・アクションの，アクションのところへ向

けての，あるシステムを設けてほしいと，こういうことなんです。これはいかがでしょうか。

考える余地があるでしょうか。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 このビジョンは，皆さんご存じのように１０年の計画ですね。

， ， ， ， 。それで 行動計画と先ほどたびたび申し上げていますが これは３年 ３年 ３年なんですよ

３年ごとに，まず我々は内部で検証します。どこが一体まずかったのか。目標に達成していな

いのかというのは３年ごとにやっています。それで，１０年後には，また新たなビジョンがつ

くられることになります。そのときは当然，１０年分を振り返って評価をしなければならない

と。そのときには，やはりこの産業振興審議会に諮って，これをビジョンをつくるときもやり

ましたように，そういう形でそれをやるということは，これはもう間違いないことでございま

すので，そういうことでご理解賜りたいんですが。

○岡田部会長 今の意見は，そういうシステムと同時に，この進行が同時に県民全体も一緒にな

って責任を負うたり意見を述べあったり，相互の意見交換ができるような，進行の３年間の過

程の中で。そういうものとしての外部の応援団，応援団というと，ちょっとすぐには賛同を得

られないでしょうから，むしろ県民に対しては政策の評価みたいな言葉の方が，むしろ得られ

やすいかなという感じで，どうでしょうかというような提案ですよね。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 今すぐ即答できませんので，検討させてください。３年目の検

証については役所でやると申し上げましたが，そのやり方をただ単に我々仲間だけで内々でや
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るのではなく，森林組合始め各種団体を含めて実施するとか，パブリックコメントのようなも

のをするとかいろいろなやり方はあるんです。ただ，私は，そういうことで実施することには

なっていますよということをただ申し上げたかったわけでございますので，今，部会長お話し

になったように，一般県民の方々の意見を頂戴しながら検証していくということは，ちょっと

考えさせてください。

○岡田部会長 会議の始まる前だったかもしれないんですが，須能委員が強くおっしゃるのは，

要するにチェックの中身は，統計だとか，ある科学性に基づいてチェックをしたとか，あるい

， ， ，は行政的にオーソライズしたと それも大事かもしれないけれども 時間勝負のことがあって

現場感覚の，肌でとらえた，そういうところのチェックの角度というのは，ぜひきちっと，シ

ステムとして携えてほしいという意見がありましたですね。そういう下敷きがあるんです。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 そうですか。はい，わかりました。

○須能委員 その件について補足説明しますと，先週，政府の方から，最近温暖化と言われてい

るけれども，現実にどのような現象があるんですかというようなことがあって，ちょっと私，

上京できないのでコメントを書いたのを持っていった人に説明してもらったんですけれども，

漁業の現場では，いろいろな魚種の交代といいますか，要するに南方の魚がどんどん上がって

きて，現実に北海道からまだサンマがおりてこないような時期とか，シャケがおりてこないと

か，あるいはセグロイワシがなくなっていないとか，サワラが今でもとれるとか，いろいろと

珍現象といいますか，あるわけですね。そういうのを後で統計とってしまうと平均値になって

しまってわからないんだけれども，実際，毎日仕事している人にとっては，これは変化なのか

異変なのか，そういうものを長くやっていると，異変も当たり前になってしまうんですよね。

だから，そういうようなことで，常に，本当に森林でも同じでしょうけれども，生態系の変化

について敏感にモニターするためには，その道に携わっている，よく観察している人の意見を

聞いて，敏感な反応をするということが，今は非常に大事ですよということを，たまたま岡田

先生とお話ししていて，そういうことからいうと，３年後とか６年後とかいうのは平均値的に

ものを見ると，春夏秋冬が平均値で見えるけれども，毎年を見れば，物すごく違っているわけ

ですよね。その辺の感覚を，やはり常に我々は近視眼的なのと長い目で見るのと，常に物差し

をかえて物事を見ていかないといけないのではないかなというふうなことも含めると，先ほど

の話は１０年後の議論ではなくて，常にチェックチェックで，行政の人をいじめるのではなく

て，逆にいえば，行政が限られた予算の中で最も効率のいい方法をやるために，我々を上手に

活用できる方法だし，それをここでうたい文句に入れてしまえば，後で行政上やりやすいので
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はないかなというふうな意味合いです。

○岡田部会長 よろしくお願いいたします。

その他いかがでしょうか。全体にかかわって，ここで大体部会としては最後の機会になると

思いますのでお願いしたいと思います。

○谷口委員 資料の２の２ページの１６番目と１７番目なんですが，木質バイオマスの利用率を

上げますということと，未間伐森林の面積を減らすといったことがございます。これは多分連

動している話だと思うんですね。間伐をするということは，それはそこから路網を通してどん

どん運び去っていって利用する。それは正しいことだと思うんですが，ただ，森林としての立

場からすれば，間伐したものは全部取り去る必要があるのかないのかという点で，多少疑問を

感ずるところがあるわけですね。森林生態学からすれば。要するに，そういったものが，肥料

として後の後継林にとって非常に重要な意味があるとすれば，ともかく立派な木をつくるため

には，間伐をまず先行させて路網がきっちりとできているところは当然利用すると同時に，で

きないところでも，まず間伐で森林をしっかり管理するんだと，そこに放ったらかしても構わ

ないということであっていいかどうか，その辺をお聞きしたいわけですね。ほったらかしにし

てもいいというふうになれば間伐率は高まるし，それが科学的に正しいとなれば，そのような

。 ， ，方法も目指していいのではないかと思うんですけれども かつて 昭和２９年の洞爺丸台風で

北海道では大量の風倒木が出て，そこから被害木を取り去った場所よりも，放ったらかしにし

た方がずっと回復が早かったという事実がございまして，そういったことから，やはり間伐を

優先させて非常に高価な木をつくっていくんだという視点に立つかどうか。その辺のところが

政策的にも重要なのではないかと思っているんですけれども，いかがでしょうか。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 そもそも間伐をなぜするのかという話になるかと思います。

間伐をしない山とする山の違いですね，地球温暖化の方から話をしますと・・・

， ， 。○谷口委員 それは 私も海の中で間伐をやっていますので その意義はよくわかっております

○芳賀技術参事兼林業振興課長 まず，２つだけ指標的なものをお話しします。

まず，間伐をしなければ林の中が真っ暗になって，もちろん生態系上問題があるというのも

ありますけれども，そこで大事なのは，雨が降ったとき保水力です。間伐をすれば根がどんど

ん生えますが，やらなければ細々となって根も浅く水を蓄える力がまずないわけですね。間伐

をすることよって根が張るので水を蓄える。したがって，洪水等が防げると。それが，間伐を

するものとしないものの違い，まず何もしないような粗悪林分，それは１ヘクタール当たりだ

， ， ， ．と思うんですが １１０ミリぐらいの保水がありまして 間伐をすることによって これが１
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５倍に増えるといわれております。

それから，よく二酸化炭素の吸収という話が出ます。これは，間伐をしない山ですと，１ヘ

クタール当たりの二酸化炭素の吸収量が４トンといわれているんです。間伐をすることによっ

て，成長を促すものですから，これも１．５倍の６トンになるというデータがございます。し

たがって，間伐の有用性はこういう点からもわかるかと思います。

そのほか，動植物が林に入ってくるとか，いろいろなものがありますけれども，指標的なも

のはこういうのもあります。

それから，もう一つは，いわゆる未利用材を利用するということなんですけれども，この２

， 。ページ目の指標もバイオマスの利活用ということで 今現在３９％の利用しかされていないと

これを何とか６０％まで回復するんだと。谷口委員，おっしゃられたように，確かに木材は自

然に分解しますので，土壌の肥料になることも，これは間違いないです。では，林内にどれぐ

らいあればいいんだという話になりますね。それで，間伐ではなく皆伐，全部一回に伐採して

しまうもの，この場合山に捨ててくるのは約３０％と言われておりますので，間伐だけが６１

％ほど捨ててくると。まだまだ，いわゆる資源としてはもったいないのではないかというのが

我々の感覚なんですね。もっと有効に活用しましょうと。それはバイオマスの発電の燃料やチ

ップにするとか，いろいろな活用の仕方がありますけれども，もう少し高めてもいいのではな

いのかと。こういう観点からこの数値を上げたわけでございます。

○谷口委員 間伐にはかなり時間，手間ひまがかかって，予算もかなり要するということで，な

かなかできないという認識が僕の頭にあったものですから，もしそういうことであれば，伐っ

てその場で捨ててしまうという方法もあっていいのではないか。それ自体が山の自然の更新を

， 。 。促すことではないかと思ったものですから 今のような発言をしたんですが よくわかります

そのとおりだと思います。

皆伐というのは非常に良くないということですけれども，だから，間伐に切りかえていくと

いうことで，それをより推進するためには，必ず取り去らなければいけない，利用していかな

くてはいけないという義務をはめるよりも，放ったらかしにしたっていいのではないかという

ところで，そのような意味では状況に応じた対応があってもよろしいのではないかということ

で申し上げました。

○早坂委員 ちょっとお尋ねします。

この中で，シカ対策とかというのはどこかに書いてありましたでしょうか。松くい虫被害対

策のことはちょっと書いてあったんですけれども，鳥獣被害のことがどこかに触れていたんだ
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ろうかと。というのは，皆さんご承知のとおり，金華山，牡鹿半島のシカの食害被害に，大変

困っているという実情があるので，全くなくてもいいのかなと思ったんですけれども，ありま

したでしょうか。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 それは３１ページをお開きになっていただきたいんですが，緑

の部分の下から二つ目の丸ポツ 「保護管理対策と一体となった野生動物被害対策の推進」と，

いうのが，まさしく，そのシカ対策をイメージして書いたところでございます。

○早坂委員 「シカ」と明記していただければよろしいのですが。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 最近シカだけでなく，イノシシやサルの被害もありますので。

○早坂委員 「シカなど」と具体例を入れていただくと良いのではないでしょうか。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 わかりました。それも考えてみます。

○谷口委員 これぜひ聞きたかったんですけれども，沿岸ではすごい重大な問題なのですが，保

， ， 。 ，安林では松を 弥生時代の昔から植えていますから 白砂青松そのものなんですね ところが

この松が今本当に枯れている。その結果どうなるかというと，海が荒廃してしまうんです。要

するに，保水力が失われて大変な事態になっている。かつて，洪水があったとしても，これほ

ど海が荒れることはなかったんだけど，間違いなく荒れてきている。これはやはり沿岸の森林

の保水力とか，もう本当すごいです。まさに松枯れした牡鹿半島で，完全に山肌が出て，それ

で海に濁水が入る。かつて全然入らなかったのに。これはもう本当にすぐにでもやってもらわ

ないといけない重大な問題なんですね。

， ， ，ということで ここで書いてあることはよくわかるわけですけれども このままの状態では

もう自然収束に近づいてきているような，ということは，もう松がなくなっていくという事態

に今なっている気がするんですけれども，となれば，もともと固有の樹種に変わっていくとい

。 ， ， ，う タブですか そういうように変わっていくというお話 かつていただいたんですけれども

さらにそれを積極的に，こういう最終的な極相に達する前の植物相を人間の手でどんどん積極

的につくっていくとか，それこそ害獣，害獣と言ったらかわいそうですけれども，要するに動

物などに食べられないようなものを植えていくとか。そういう努力もあってしかるべきでない

かと思うんですね。ぜひ，切実な問題ですのでよろしくお願いします。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 谷口委員が今お話しになったのは，松枯れというのは松くい虫

被害なんですね。先ほど早坂委員が言ったのはシカでございまして，シカは野生動物被害とい

うことですが。

， ，○谷口委員 牡鹿半島とかあたりでは シカの食害により森林再生を阻害しているということで
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連動している話です。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 いわゆる松くい虫の被害跡地に，またマツを植えてもシカに食

べられるという話ですね。それで，そのマツに，ヘキサチューブというものをかぶせて大きく

なるまでそのまましておく，いわゆる食われないようにするという取組を，今，現にやってお

ります。しかも植林するマツも通常のものではなく，抵抗性マツという松くい虫被害に強いマ

。 。ツを植えているところでございます そしてなんとか松林の復元を図りたいと考えております

○谷口委員 １００年，２００年の考え方で，松は陰樹ですから最終的にそこに残るはずですか

ら，その前に当面樹種を換えて，もっと成長が早い植生でまず森林を復元させることが可能で

しょうか。ドイツでそういう事例があるということは聞いたことがあるんですけれども。

○芳賀技術参事兼林業振興課長 牡鹿半島を，多分イメージしてお話しなさっているのではない

かと思うんですが，あそこは，これから冬にかけて西風が強くて，いわゆる風害，それから塩

の害，潮害もありまして，どんな木でも育つということではないんです。表土も海岸縁だとど

ちらかというと薄いですよね。それで，我々，実はいろいろ植えてみました。どれが一番，い

わゆる生存率が高いのかということで，それやりましたところ，一番高かったのが，カシワと

トベラです。それが一番生存率が高くて９０数％。あとはだんだんだんだん落ちていまして，

マツも強いことは強いんですけれども，まだ下のランクになっていまして，何でも植えればい

いんだということではないということが気づきまして，そういったものをまず最初植えていく

と。いずれにせよ，風にやられたらどんなに植えても何もなりませんので。ではマツを植えな

くてもいいのかとなれば，松の景観というのは，これもまた大切なものでございますので，そ

れは抵抗性のマツを植えていくというような，今，手法をとっております。

○河野森林整備課長 事業の面から，今のお話をさらにお話ししますと，牡鹿半島で松枯れが進

んでおり，それからシカの害が最近非常に増えてきていると。そういう中で，先日も自然保護

関係の委員会において，牡鹿半島ではシカの影響により土壌の流出も大変今危惧されていると

いうことで，それらを踏まえて，牡鹿半島内の，特に海岸に近いところの保安林については，

シカ対策を講じながら現地の植生などの生態を調査しまして，どういう森林の復元方法がいい

のか，タブ等が，一旦裸地になったようなところでも自生してきているのもありますので，ク

ロマツ，それからタブ等の混合林的なものを，当然，シカ対策を講じながら事業を進めており

ます。この指標の方でいいますと，治山対策の推進とか保安林の管理，こういう中に個別の表

現としてはなかなか出てこないんですけれども，これらに含めて仕事を進めております。

○岡田部会長 ありがとうございました。
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予定の時間，だんだん近づいてきましたので，いかがですか。

○木村委員 また目標の設定なんですけれども，先ほども話が出ましたが，木材の伐採跡地に対

する再造林の実施率について，一応説明では適するとみられる面積は伐採箇所の７割ぐらいを

想定しているということで，逃げ道があるからいいのかなとも思うのですが，１００％という

のは逆に大丈夫かなと心配しておりました。ただ，我々にも責任があるのですが，きちんと効

率的な間伐をして，合板材等に供給していければいいのですが，どうしても，間伐してもあま

り金にならない，全部伐ってくれと所有者から頼まれれば，どうしても間伐よりも皆伐の方が

作業も楽なので伐ってしまいます。そうすると，それが伐採跡地になるということで，今後，

結果としてはますます増えていくのかなと心配しております。私どもは，極力，間伐でいきた

いと思っているのですけれども，何せ掛り増しになるし技術的にも難しいということがありま

すので，この１００％という数字で大丈夫かなというのが感想です。

○岡田部会長 ありがとうございます。

○小野寺委員 一番最初に参加させていただいたときに，先ほどの森は海の恋人ではないですけ

れども，よく風潮として，スギを切ったらブナを植えろとか，そういう風潮ありますよね。決

してスギ，あえて言いたいのはスギというのは保水力がないものではなくて，ブナ林とかと同

じぐらいの保水力を持っているんですよね。逆に広葉樹に比べてスギが最も優れているなと思

うものは，植生が豊かなんですね。ブナとかというのは，ほかの植物を寄せつけない習性があ

るんですけれども，スギというのは下草にいろいろな植生が生えるんですね。ちょっと今，環

境団体の人なんかも，ともするとスギではなくて別なものを植えろと，東京あたりでも政治家

の方がスギなんか伐ってモミジを植えろという話があるようですが，ちょっとスギに対する誤

解があまりにもあり過ぎるので，こんなに優れた木というものを，もう一度皆さん理解しても

らえればなというふうに思います。

○木村委員 先ほど来，谷口委員からもいろいろ出ておりましたけれども，ここ１０年の森林・

林業行政の最大の課題は人工林の問題だろうと。これをきちんと管理していかないと，天然の

ブナ林等と違って，人の手で植えたものは非常にひ弱なんですね。放っておいてもものにはな

ると聞いておりますけれども，植えたものはきちんと収穫まで管理をしていくことが必要で，

私は，特にこの１０年間に森林の管理をきちんとやっていくことが，その次の代につながるか

なと思っていますので，特にこの部分はこの１０年間しっかりお願いしたいということでござ

います。以上です。

○岡田部会長 どうもありがとうございました。
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私も，わずか３０秒ぐらいですが，１０年前にもこの林業ビジョンに携わらせていただきま

した。今回ほどいろいろな委員から意見が出た会はなかったなと思っています。それから，パ

ブコメの意見を見ましても，大変辛辣であったり，建設的であったり，いろいろな意見が出て

きておりますね。このように，やはり，行政が立っている位置が，やはり随分変わってきたん

だなというのを率直に感じますね。そういう意味で，まさにガバナンスをしていく時代に入っ

たんだということを強く感じておりまして，皆さんからいただいた意見，それから須能委員か

らは，これからのガバナンスのあり方の一つとしてのチェックのシステム，あるいは強化のシ

ステムというのも同時に新しくしていこうという，この意見は大変建設的だなというふうに思

っております。

その対象としての森林が持つ性格からも，社会的な共通資本だとか，緑の社会基盤だとか，

いろいろなことを言われていますので，このように，多様な意見が出ることをウエルカムとし

ながら，行政，いろいろな角度があるものですから大変だとは思いますが，でき上がってくる

ものは，近ごろは私，やはり１０年前から見ても優れたものではないかなというふうに思いま

す。思いますので，もう数カ月のことでございます。数日のことかもしれません。ぜひ，この

意見を受けとめていただければ幸いだなと，このように思っております。

今日は，各委員からも，またたくさん有益な意見をいただきました。それをもって，この部

会として，私の責任のところは終わらせていただきたい。以上でございます。

○川村次長 今日は時間いっぱい貴重な提言をいただきまして，大変ありがとうございました。

今，部会長からお話あったとおり，我々，想定以上の幅広い意見，たくさんいただきました。

特に，冒頭，理念に掲げる標語といいますか 「富県共創 ，それから「強い林業県宮城」の， 」

強いという言葉，この辺の言い回し等を含めまして，宿題として残ったのではないかなと思っ

ておりますし，それから，ビジョンの本文の中でも，自然産業の一員としての，それぞれの産

業間の連携強化であるとか，あるいは住宅部材としての木材の認証の説明の追加であるとか，

いろいろな注文をいただきました。

それから，数値目標についてもご意見いただきました。これらは，早速，部内で検討いたし

まして，最終的な審議会というのが１２月半ばに予定されておりますので，それまでには，で

きるだけ短期間で結論を出して，基本的には，まずは岡田部会長の了解を得まして，内容によ

っては，今日ご出席の皆さんに個別になると思いますが，案を示してご了解いただくというこ

とで，部会としての最終案という形に事務手続をさせていただきたいと思いますので，ご了解

をお願いしたいと思います。
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○岡田部会長 それでは，以上でよろしいでしょうか （２）のその他ですが。。

○事務局 それでは，事務局からご説明させていただきます。

資料７の方に，今後のスケジュールということで，今，川村次長からもお話ございましたけ

， ， ， ，れども 本日の水産林業部会でのご意見 ご要望を踏まえまして 岡田部会長のご指示のもと

水産林業部会としての取りまとめをさせていただきたいと思います。

それをもちまして，１２月１９日水曜日開催予定の産業振興審議会の本会議に報告いたしま

して，答申案のご審議をいただく予定としております。その上で，年内中にも審議会から答申

をいただくという予定といたしております。

スケジュールは以上でございますが，お話いただいたほかに，お時間の関係で割愛せざるを

得なかったご意見等ございましたら，お手元に用紙をお配りしてございますので，郵送，ファ

， 。 。クシミリ あるいは電子メール等で送付をいただければ幸いでございます 以上でございます

４．閉会

○司会 それでは，以上をもちまして平成１９年度第３回宮城県産業振興審議会水産林業部会を

終了させていただきます。

ありがとうございました。


